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流 山 市 介 護 保 険 事 務 に 関 す る 作 業 業 務 委 託  

公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 募 集 要 項  

 

Ⅰ  公   募  

 

１  趣   旨  

流 山 市 で は 、介 護 保 険 法（ 平 成 ９ 年 法 律 第 １ ２ ３ 号 ）に 基 づ く 作

業 業 務 に つ い て 、民 間 の 力 を 活 用 し 、業 務 の 効 率 化 を 図 る こ と を 目

的 と し た 業 務 委 託 を 実 施 し て お り 、 受 託 事 業 者 の 選 定 に つ い て は 、

適 切 な 知 識 と 技 能 を 持 ち 業 務 を 遂 行 で き る 事 業 者 を 選 定 す る た め 、

平 成 ２ ５ 年 度 よ り 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 に よ り 行 っ て き た と こ

ろ で す 。  

令 和 ７ 年 度 か ら の 業 務 委 託 を 実 施 す る に あ た り 、委 託 事 業 者 の 公

募 を 行 い ま す 。  

 

２  内   容  

（ １ ） 委 託 業 務 の 名 称  

流 山 市 介 護 保 険 事 務 に 関 す る 作 業 業 務 委 託  

（ ２ ） 委 託 期 間  

令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 １ ０ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で 。  

た だ し 、契 約 締 結 日 の 翌 日 か ら 令 和 ７ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で は 準 備

期 間 と し ま す 。  

（ ３ ） 委 託 金 額  

３ 年 総 額 で 106,812 千 円 （ 税 抜 ） 以 内 と し ま す 。  

（ ４ ） 業 務 内 容  

別 紙 仕 様 書 の と お り  

 

Ⅱ  応   募  

 

１  資   格  

公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル に 参 加 で き る 者 は 、本 募 集 要 項 公 表 の 日 か ら

参 加 申 込 書 提 出 日 ま で の 間 に お い て 、次 の 全 て の 条 件 を 満 た す も の

と し ま す 。  
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（ １ ） 法 人 格 を 有 す る 法 人 で あ る こ と 。  

（ ２ ）要 介 護 認 定 に つ い て 介 護 保 険 法 に 基 づ い た 適 切 な 理 解 を 有 す る

と と も に 、公 平・公 正 な 介 護 保 険 事 業 の 実 現 の た め 、事 務 作 業 を

確 実 に 遂 行 で き る 能 力 を 備 え て お り 、過 去 ５ 年 以 内 に 介 護 保 険 事

務 に 関 す る 作 業 業 務 委 託 又 は 類 似 す る 業 務 委 託 に つ い て 、 年 間

10,000 千 円 （ 税 込 ） 以 上 の 契 約 実 績 を 有 す る こ と 。  

（ ３ ）地 方 自 治 法 施 行 令（ 昭 和 ２ ２ 年 政 令 第 １ ６ 号 ）第 １ ６ ７ 条 の ４

（ 同 施 行 令 第 １ ６ ７ 条 の １ １ 第 １ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。） の 規 定 に 該 当 し な い こ と 。  

（ ４ ）手 形 交 換 所 に よ る 取 引 停 止 処 分 を 受 け て か ら ２ 年 間 を 経 過 し て

い な い 者 で は な い こ と 。ま た は 、本 業 務 の 提 案 書 提 出 日 の 前 ６ か

月 以 内 に 不 渡 り 手 形 若 し く は 不 渡 り 小 切 手 を 出 し て い な い こ と 。 

（ ５ ） 次 に 掲 げ る 暴 力 団 排 除 措 置 事 由 に 該 当 し な い こ と 。  

ア  暴 力 団（ 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 に 関 す る 法 律（ 平

成 ３ 年 法 律 第 ７ ７ 号 。 以 下 「 暴 力 団 対 策 法 」 と い う 。） 第 ２ 条

第 ２ 号 に 規 定 す る も の を い う 。 以 下 同 じ 。） 又 は そ れ ら の 利 益

と な る 活 動 を 行 う 団 体 で あ る と き 。  

イ  役 員 が 暴 力 団 対 策 法 第 ２ 条 第 ６ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 若 し

く は こ れ に 準 じ る 者 （ 以 下 「 暴 力 団 関 係 者 」 と い う 。） で あ る

と き 又 は 暴 力 団 関 係 者 が 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し て い る と き 。  

ウ  役 員 が 、自 社 、自 己 若 し く は 第 三 者 の 不 正 の 利 益 を 図 り 、又

は 第 三 者 に 損 害 を 与 え る 目 的 を も っ て 、暴 力 団 の 威 力 又 は 暴 力

団 関 係 者 を 利 用 す る な ど し て い る と き 。  

エ  役 員 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 関 係 者 に 対 し て 資 金 等 を 供 給 し 、

又 は 便 宜 を 供 与 す る な ど 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 、運 営 に 協 力 し 、

若 し く は 関 与 し て い る と き 。  

オ  役 員 が 、暴 力 団 又 は 暴 力 団 関 係 者 と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き

関 係 を 有 し て い る と き 。  

カ  役 員 が 、暴 力 団 関 係 者 で あ る こ と を 知 り な が ら 、こ れ を 不 当

に 利 用 す る な ど し て い る と き 。  

（ ６ ） 流 山 市 長 か ら 指 名 停 止 を 受 け て い な い こ と 。  

（ ７ ）民 事 再 生 法（ 平 成 １ １ 年 法 律 第 ２ ２ ５ 号 ）の 適 用 を 申 請 し て い

な い 、ま た は 、同 法 に 基 づ く 裁 判 所 か ら の 再 生 手 続 開 始 決 定 が さ
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れ て い な い こ と 。  

（ ８ ）会 社 更 生 法（ 平 成 １ ４ 年 法 律 第 １ ５ ４ 号 ）の 適 用 を 申 請 し て い

な い 、ま た は 、同 法 に 基 づ く 裁 判 所 か ら の 更 生 手 続 開 始 決 定 が さ

れ て い な い こ と 。  

（ ９ ）破 産 法（ 平 成 １ ６ 年 法 律 第 ７ ５ 号 ）に 基 づ き 破 産 手 続 開 始 の 申

立 て を し て い な い 、ま た は 、同 法 に 基 づ く 裁 判 所 か ら の 破 産 手 続

開 始 決 定 が な さ れ て い な い こ と 。  

（ 10）直 近 １ 年 間 に 法 人 税 、消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 、流 山 市 税 の 滞 納

が な い こ と 。  

 

２  参加表明  

本 件 に 参 加 す る 意 思 が あ る 場 合 に は 、以 下 の と お り 書 類 を 提 出 し

て い た だ き ま す 。  

提 出 書 類 に つ い て は 、Ａ ４ 縦 長 フ ァ イ ル に 綴 じ た も の を １ 部 作 成

し 、事 務 局 に 持 参 し て く だ さ い 。ま た 、フ ァ イ ル の 表 紙 に 業 務 委 託

名 と 法 人 名 、背 表 紙 に 法 人 名 を 記 載 し 、各 様 式 及 び 関 係 書 類 ご と に

イ ン デ ッ ク ス を つ け て く だ さ い 。  

な お 、提 出 い た だ い た ② 法 人 概 要（ 様 式 １ － ２ ）及 び ③ 類 似 業 務

の 実 績（ 様 式 １ － ３ ）に つ い て は 、事 業 者 選 定 委 員 会 で の プ レ ゼ ン

テ ー シ ョ ン に お い て も 使 用 す る た め 、そ の 点 を 考 慮 し て 、資 料 の 作

成 を 行 っ て く だ さ い 。  

（ １ ） 提 出 書 類  

①   参 加 表 明 書 兼 誓 約 書  （ 様 式 １ － １ ）  

②   法 人 概 要    （ 様 式 １ － ２ ）  

③   類 似 業 務 の 実 績  （ 様 式 １ － ３ ）  

④   定 款 、 寄 付 行 為 、 規 約 又 は こ れ ら に 類 す る 書 類 （ 一 般 的 な

も の ）  

⑤   法 人 の 登 記 事 項 証 明 書 （ 履 歴 全 部 事 項 証 明 書 ） ※  

⑥   印 鑑 証 明 書 ※  

⑦   直 近 １ 年 間 の 法 人 税 、 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 納 税 証 明 書

「 納 税 証 明 書 そ の ３ の ３ 」 ※  

⑧   直 近 １ 年 間 の 流 山 市 税 の 納 税 証 明 書 ※  

（ 市 内 に 事 務 所 が な い 等 に よ り 、 納 税 額 が な い 場 合 に は そ の
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旨 を 記 載 し た 申 立 書 ）  

⑨   参 加 表 明 関 係 書 類 を 提 出 し た 日 の 属 す る 事 業 年 度 の 前 年 度

及 び 前 々 年 度 に お け る 財 務 諸 表 （ ※ キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー 計 算 書

は 必 須 と し ま す ）  

※  ⑤ ～ ⑧ は 、 提 出 日 の ３ か 月 以 内 に 発 行 し た も の 。  

（ ２ ） 提 出 方 法  

応 募 書 類 は 、 下 記 に よ り 持 参 し て く だ さ い （ 郵 送 不 可 ）。  

（ ３ ） 提 出 期 間  

令 和 ６ 年 １ １ 月 １ １ 日 （ 月 ） 午 前 ９ 時 か ら  

令 和 ６ 年 １ １ 月 ２ ９ 日 （ 金 ） 午 後 ５ 時 ま で  

（ ４ ） 提  出  先  

「Ⅶ  問い合わせ先及び書類の提出先」 の と お り  

 

３  質疑回答  

こ の 募 集 要 項 及 び 仕 様 書 の 内 容 等 に 不 明 な 点 が あ る 場 合 に は 、  

以 下 の と お り 質 問 を 行 っ て く だ さ い 。  

（ １ ） 提 出 書 類  

質 問 票（ 様 式 1-4）に 質 問 内 容 を 記 入 の う え 、事 務 局 へ 提 出 し

て く だ さ い 。質 問 は １ 回 限 り と し 、電 話 や 口 頭 に よ る 質 問 は 受 け

付 け ま せ ん 。  

（ ２ ） 提 出 方 法  

質 問 書 は 、下 記 に よ り 持 参 、郵 便 、電 子 メ ー ル ま た は Ｆ Ａ Ｘ に

て 提 出 し て く だ さ い 。  

持 参 以 外 の 方 法 に よ り 質 問 を 行 う 場 合 は 、必 ず 事 務 局 に 電 話 連

絡 の う え 到 達 を 確 認 し て く だ さ い 。  

（ ３ ） 提 出 期 間  

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ７ 日 （ 木 ） 午 前 ９ 時 か ら  

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ２ ５ 日 （ 金 ） 午 後 ５ 時 ま で  

（ 郵 送 の 場 合 は 、 令 和 ６ 年 １ ０ 月 ２ ５ 日 （ 金 ） 午 後 ５ 時 必 着 ）  

（ ４ ） 提  出  先  

「Ⅶ  問い合わせ先及び書類の提出先」 の と お り  

（ ５ ） 回   答  

令 和 ６ 年 １ １ 月 １ 日 （ 金 ） に 市 ホ ー ム ペ ー ジ に 掲 載 し ま す 。  
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電 話 及 び 窓 口 で の 個 別 対 応 は 行 い ま せ ん 。  

 

４  提案書類の提出  

２の 参 加 表 明 と 併 せ て 以 下 の 提 案 書 類 を 提 出 し て く だ さ い 。  

提 出 書 類 に つ い て は 、Ａ ４ 縦 長 フ ァ イ ル に 綴 じ た も の を ７ 部 作 成

し 、事 務 局 に 持 参 し て く だ さ い 。ま た 、フ ァ イ ル の 表 紙 に 業 務 委 託

名 と 法 人 名 、背 表 紙 に 法 人 名 を 記 載 し 、各 様 式 及 び 関 係 書 類 ご と に

イ ン デ ッ ク ス を つ け て く だ さ い 。  

（ １ ） 提 出 書 類  

①  企 画 提 案 書   （ 様 式 ２ ）  

②  職 員 配 置    （ 様 式 ３ ）  

③  業 務 の 実 施 体 制   （ 様 式 ４ ）  

④  業 務 の 実 施 方 針   （ 様 式 ５ ）  

⑤  業 務 に 対 す る 提 案  （ 様 式 ６ ）  

⑥  見 積 書 及 び 内 訳 書  （ 任 意 様 式 ）  

見 積 書 は 委 託 料 の 総 額（ 税 抜 き ）を 、内 訳 書 に は 各 年 の 委 託

料 の 明 細 を 記 載 し て く だ さ い 。  

（ ２ ） 提 出 方 法  

応 募 書 類 は 、 下 記 に よ り 持 参 し て く だ さ い （ 郵 送 不 可 ）。  

（ ３ ） 提 出 期 間  

令 和 ６ 年 １ １ 月 １ １ 日 （ 月 ） 午 前 ９ 時 か ら  

令 和 ６ 年 １ １ 月 ２ ９ 日 （ 金 ） 午 後 ５ 時 ま で  

（ ４ ） 提  出  先  

「Ⅶ  問い合わせ先及び書類の提出先」 の と お り  

 

５  参加認定  

提 出 書 類 に 基 づ き 参 加 資 格 を 審 査 し た 結 果 、参 加 が 認 め ら れ た 応

募 者 に 対 し て は 、参 加 認 定 及 び プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 日 時 等 の 通 知 を

行 い ま す 。参 加 が 認 め ら れ な か っ た 応 募 者 に 対 し て は 、そ の 旨 の 通

知 を 行 い ま す 。  

 

６  留意事項  

（ １ ）応 募 に 関 す る 全 て の 書 類 の 作 成 及 び 提 出 に 係 る 費 用 は 、応 募 事
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業 者 の 負 担 と し ま す 。  

な お 、不 測 の 事 態 又 は 流 山 市 の 事 情 に よ り 、本 要 項 に 基 づ く 事

業 者 の 選 定 が 延 期 又 は 中 止 と な っ た 場 合 に お い て も 同 様 の 取 り

扱 い と し ま す 。  

（ ２ ） 応 募 事 業 者 は 、 １ つ の 提 案 の み 行 う こ と が で き ま す 。  

（ ３ ） 提 出 書 類 の 内 容 を 変 更 す る こ と は で き ま せ ん 。  

（ ４ ） 提 出 書 類 の 返 却 は 行 い ま せ ん 。  

（ ５ ）提 出 書 類 の 著 作 権 は 応 募 者 に 帰 属 し ま す が 、必 要 に 応 じ て 複 写

を 行 い ま す 。  

（ ６ ）提 案 書 類 は 、選 定 委 員 会 等 に お い て 、選 定 の 検 討 に あ た り 必 要

と 認 め る 範 囲 に 限 り 使 用 し ま す 。  

（ ７ ）提 出 書 類 は 、情 報 公 開 の 請 求 に よ り 流 山 市 情 報 公 開 条 例（ 平 成

１ ３ 年 条 例 第 ３ ２ 号 ） に 基 づ き 開 示 す る こ と が あ り ま す 。  

（ ８ ）提 出 書 類 に 不 備 が あ る 場 合 に は 、速 や か に 事 務 局 ま で 連 絡 の う

え 、 差 し 替 え な ど の 対 応 を 行 っ て く だ さ い 。  

 

７  失  格  等  

以 下 の 事 項 に 該 当 す る 場 合 は 、応 募 を 無 効 又 は 失 格 と す る こ と が

あ り ま す 。  

（ １ ）提 出 書 類 の 提 出 方 法 、提 出 先 、提 出 期 限 等 が 守 ら れ な か っ た と

き 。  

（ ２ ）提 出 書 類 に 記 載 す べ き 事 項 の 全 部 又 は 一 部 が 記 載 さ れ て い な い

と き 。  

（ ３ ） 提 出 書 類 に 虚 偽 の 内 容 の 記 載 が 判 明 し た と き 。  

（ ４ ） そ の 他 、 本 要 項 に 違 反 す る と 認 め ら れ る と き 。  

 

 

Ⅲ  選考・契約  

 

１  事業者選定委員会  

企 画 提 案 書 を 提 出 し た 事 業 者 に は 、事 業 者 選 定 委 員 会 に お い て 以

下 の と お り プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン を 実 施 し て い た だ き ま す 。  

（ １ ） 開 催 日 時  
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令 和 ６ 年 １ ２ 月 ２ ５ 日 （ 水 ） 予 定  

開 催 時 間 及 び 場 所 に つ い て は 、 参 加 認 定 と 併 せ て 通 知 し ま す 。 

（ ２ ） プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン の 流 れ  

ア  企 画 提 案 書 に 基 づ く 説 明  … ２ ０ 分 以 内  

イ  質 疑 応 答     … １ ０ 分 程 度  

（ ３ ） 留 意 事 項  

ア  プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン の 参 加 人 数 は ４ 名 以 内 と し ま す 。  

イ  プ ロ ジ ェ ク タ ー （ HDMI、 D-Sub 接 続 ）、 ケ ー ブ ル 、 ス ク リ ー

ン 及 び 電 源 タ ッ プ は 事 務 局 に て 用 意 し ま す 。 パ ソ コ ン や ポ イ

ン タ ー 等 は 、 各 提 案 者 で 準 備 し て く だ さ い 。  

ウ  （ ２ ）ア の 説 明 時 間 が ２ ０ 分 を 超 え た 時 点 で 説 明 を 終 了 し て

い た だ き ま す 。  

（ ４ ） 選 定 基 準 及 び 配 点  

「 介 護 保 険 事 務 に 関 す る 作 業 業 務 委 託 公 募 型 プ ロ ポ ー ル 選 定

基 準 」 の と お り  

 

２  優先交渉権者の決定  

プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン の 結 果 、最 優 秀 と さ れ た 提 案 者 を 優 先 交 渉 権

者 に 決 定 し 、 通 知 を 行 い ま す 。  

な お 、次 点 と な っ た 提 案 者 に つ い て も 、次 点 優 先 交 渉 権 者 と し て

通 知 を 行 い ま す 。  

 

３  契   約  

優 先 交 渉 権 者 と 詳 細 協 議 を 行 い 、 契 約 を 行 い ま す 。  

な お 、 協 議 が 整 わ な か っ た 場 合 や 優 先 交 渉 権 者 が 辞 退 し た 場 合 、

次 点 優 先 交 渉 権 者 と 協 議 の 上 契 約 す る こ と が あ り ま す 。  

 

４  審査結果の公表  

（ １ ） 審 査 結 果 に つ い て は 、 市 の ホ ー ム ペ ー ジ に て 公 表 し ま す 。  

（ ２ ） 審 査 結 果 に つ い て 異 議 を 申 し 立 て る こ と は で き ま せ ん 。  

（ ３ ）審 査 結 果 、審 査 内 容 に 関 す る 問 い 合 わ せ に は 一 切 お 答 え で き ま

せ ん 。  
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Ⅳ  辞   退  

参 加 表 明 後 に 辞 退 を 希 望 す る 場 合 に は 、プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 開 催

前 日 ま で 辞 退 届 （ 様 式 ７ ） を 持 参 し て く だ さ い 。  
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Ⅴ  スケジュール  

  本 件 プ ロ ポ ー ザ ル は 、 次 の 日 程 （ 予 定 ） で 行 い ま す 。  

 

募集 要 項の 公表  

（市 ホ ーム ペー ジ 掲載 ）  
令和 ６ 年 １ ０月 中 旬  

質問 の 受付  
募集 要 項の 公表 ～  

令和 ６ 年１ ０月 ２ ５日 （ 金）  

質問 の 回答  

（市 ホ ーム ペー ジ 掲載 ）  
令和 ６ 年 １ １月 １ 日（ 金 ）  

参加 表 明書 及び  

企画 提 案書 等 の 受 付  

令和 ６ 年１ １月 １ １日 （ 月）  

～１ １ 月２ ９日 （ 金）  

参加 認 定／ 不認 定 通知  令和 ６ 年１ ２月 ６ 日（ 金 ）  

事業 者 選定 委員 会  

（プ レ ゼン テー シ ョン ）  
令和 ６ 年 １ ２月 ２ ５日 （ 水）  

受託 者 決定 ・通 知  令和 ６ 年１ ２月 下 旬  

詳細 協 議  令和 ７ 年 １ 月上 旬 ～１ 月 中旬  

契   約  令和 ７ 年 １ 月中 旬 ～１ 月 下旬  

準   備  令和 ７ 年２ 月～ ３ 月  

業務 開 始  令和 ７ 年 ４ 月１ 日 （火 ） ～  
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Ⅵ  事務手続きの流れ  

応 募 か ら 委 託 業 務 開 始 ま で は 以 下 の 流 れ で 進 め ま す 。  

 

１  参 加 表 明 及 び 提 案 書 の 提 出  

参 加 表 明 書 、 企 画 提 案 書 及 び 関 係 書 類 を 提 出 し て い た だ き ま す 。 

 

２  参 加 認 定 ／ 不 認 定 の 通 知  

応 募 者 の 資 格 要 件 及 び 書 類 の 不 備 等 を 確 認 し 、参 加 認 定 者 に は プ

レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 日 程 等 を 併 せ て 通 知 し ま す 。  

 

３  事 業 者 選 定 委 員 会 の 開 催  

企 画 提 案 書 に 基 づ く プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン を 実 施 い た だ き ま す 。  

 

４  優 先 交 渉 権 者 及 び 次 点 優 先 交 渉 権 者 の 決 定  

企 画 提 案 書 及 び プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン の 内 容 を 総 合 的 に 評 価 し 、  

最 優 秀 提 案 者 を 優 先 交 渉 権 者 と し ま す 。  

な お 、 応 募 者 が １ 社 の み 場 合 、 評 価 点 が 満 点 の ６ ０ ％ 以 上 か つ  

見 積 金 額 が 委 託 料 の 限 度 額 以 下 の 提 案 で あ れ ば 優 先 交 渉 権 者 と

し て 決 定 し ま す 。  

 

５  詳 細 協 議 及 び 契 約  

優 先 交 渉 権 者 と 詳 細 協 議 を 実 施 し 、 契 約 を 行 い ま す 。  

協 議 が 整 わ な か っ た 場 合 や 優 先 交 渉 権 者 が 辞 退 し た 場 合 に は 、  

次 点 優 先 交 渉 権 者 と 協 議 及 び 契 約 を 行 う こ と が あ り ま す 。  

 

６  業 務 開 始 に 向 け た 準 備  

契 約 日 の 翌 日 か ら ３ 月 ３ １ 日 ま で は 準 備 期 間 と し ま す 。  

令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 業 務 が 円 滑 に 行 わ れ る よ う に 、必 要 な 準 備

を 行 っ て い た だ き ま す 。  

 

７  委 託 業 務 開 始  
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Ⅶ  問い合わせ先及び書類の提出先  

（ 所 在 地 ） 〒 270-0192 

千 葉 県 流 山 市 平 和 台 1 丁 目 1 番 地 の 1 

流 山 市 役 所 第 2 庁 舎 1 階  介 護 支 援 課  

（ 電  話 ） 04-7150-6531 ※ 課 直 通  

（ Ｆ Ａ Ｘ ） 04-7159-5055 

（ E-Mail） kaigo@city.nagareyama.chiba.jp  

 


